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第 １０ 号 

   財産の取得について 

 財産を次のように取得することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 取得する財産の表示 
取得の相手方  取得の目的 取得の予定価格 

区分  品名及び規格 

物品 車両速度計測器 

（JMA-401A） 

熊本市東区健軍

本町１番地１号 

日本無線株式会

社熊本営業所 

速度違反取締り

用機器として使

用するため 

125,400,000 円 

 （提案理由） 

 熊本県警察において使用する速度違反取締り用機器として、物品を購入する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要）

議案番号 議 案 名 内 容

第１０号 財産の取得に 速度違反取締り用機器として使用している車載式レー

ついて ダースピードメータについて、無線設備規則が一部改正

され、新スプリアス規格が定められたことに伴い、令和

４年１２月以降、現保有機器のうち２５台が新スプリア

ス規格に合致せず、同機器を使用した速度違反取締りが

不可能となったことから、新スプリアス規格に合致する

機器を取得するもの。

令和５年度当初予算により予算要求し、１億２，８０

０万円が予算措置され、県出納局管理調達課において契

約予定価格１億２，５８８万４，０００円（税込み）で

一般競争入札（ＷＴＯ案件）を実施し、令和５年７月

２１日、次のとおり入札完了した。

品名： 車両速度計測器

規格： JMA-401A

数量： ２５台

納入期限 ：令和６年３月２９日（金）

取得の相手方（落札者）：

熊本市東区健軍本町１番地１号

日本無線株式会社熊本営業所

取得の予定価格（落札額）：

１億２，５４０万円（税込み）

仮契約日：令和５年７月２６日（水）
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第 １１ 号 

   財産の取得について 

 財産を次のように取得することとする。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 取得する財産の表示 
取得の相手方  取得の目的 取得の予定価格 

区分  品名及び規格 

物品 プロジェクター及

び周辺機器一式 

福岡市博多区豊

一丁目４番２５

号 

ジャトー株式会

社九州営業所 

熊本県運転免許

センターにおい

て講習に使用す

るため 

 34,610,400円 

 （提案理由） 

 熊本県警察において使用するプロジェクター及び周辺機器として、物品を購入する必要 

がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要）

議案番号 議 案 名 内 容

第１１号 財産の取得に 運転免許センターで実施する各種講習においてプロジ

ついて ェクターを使用しているが、同プロジェクターの劣化に

より、講習に支障を来している状況であるため、プロジ

ェクター及び周辺機器を刷新し取得するもの。

令和５年度予算により予算要求し、９，２９２万９千

円が予算措置され、県出納局管理調達課において契約予

定価格９，２６２万６，７９８円（税込み）で一般競争

入札（ＷＴＯ案件）を実施し、令和５年８月４日、次の

とおり入札完了したもの。

品名： プロジェクター及び周辺機器一式

規格： 画素数 ２，０７３，６００画素以上

光源 レーザーダイオード

光出力 ６，２００ｌｍ

コントラスト比 ２０，０００：１

数量： １２台（１２部屋分）

納入期限：令和６年３月３１日（日）

取得の相手方（落札者）：

福岡市博多区豊一丁目４番２５日

ジャトー株式会社九州営業所

取得の予定価格（落札額）：

３，４６１万０，４００円（税込み）

仮契約日：令和５年８月２１日（金）
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報告第 ８ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和５年９月１３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ２４ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方使用の車両等と熊本県警察職員が運転す

る公用車による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額

を決定し、和解することとする。 

  令和５年８月２４日専決 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和解事項 

１ 

令和５年３月４日 

上益城郡益城町大字木

山地内 

 

個 人 

（車両所有者） 

普通乗用車 

１６９，６２２円   当事者双

方は、今後

本件に関し

て、裁判上

又は裁判外

において一

切の異議及

び請求の申

立てをしな

いこと。 

 

２ 

 

令和５年３月５日 

上益城郡御船町大字田

代地内 

 

 

個 人 

（車両所有者） 

（車両運転者） 

大型自動二輪車 

 

１６５，９８０円 

 

３ 

令和５年５月２３日 

菊池市泗水町吉富地内 

 

 

個 人 

（所有者） 

ブロック塀 

１７１，０５０円 

４ 

令和５年６月１９日 

球磨郡多良木町大字多

良木地内 

シルバーカナイ 

有限会社 

（車両所有者） 

 普通乗用車 

 

６６，５３７円 
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専決処分の報告について 警察本部

報告第 ８ 号

番号 和解及び損害賠償 過失割合、損害額及び過失相 事 故 の 状 況
の相手方 殺後の賠償額

１ 個 人 県：相手方＝７０：３０ 令和５年３月４日午後２時頃、上益城

（車両所有者） 郡益城町大字木山地内において、捜査中

県 ７８，５９５円 の熊本県警察本部捜査第二課員運転の公

相手方 ２７６，０００円 用車が、駐車場の駐車枠から後退する際、

後方の安全不確認により、左方から進行

１６９，６２２円 してきた相手方車両に衝突したもの

２ 個 人 県：相手方＝１００：０ 令和５年３月５日午前１１時３分頃、

（車両所有者） 上益城郡御船町大字田代地内において、

（車両運転者） 県 ０円 現場臨場中の御船警察署員運転の公用車

相手方 １６５，９８０円 が、道路において転回するため車両を後

退する際、後方の安全不確認により､後

１６５，９８０円 方で停車中の相手方車両に衝突したもの

３ 個 人 県：相手方＝１００：０ 令和５年５月２３日午後３時２０分

（所有者） 頃、菊池市泗水町吉富地内において、捜

県 ４６，１８９円 査中の熊本中央警察署員運転の公用車

相手方 １７１，０５０円 が、駐車場を直進する際、前方不注意に

より､ブロック塀に衝突したもの

１７１，０５０円

４ シルバーカナイ 県：相手方＝１００：０ 令和５年６月１９日午後１時４分頃、

有限会社 球磨郡多良木町大字多良木地内におい

（車両所有者） 県 ０円 て、捜査中の熊本県警察本部生活環境課

相手方 ６６，５３７円 員運転の公用車から、同乗者が降車する

ため助手席側後部座席ドアを開放した

６６，５３７円 際、安全不確認により、同ドアが駐車中

の相手方車両に衝突したもの
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報告第 ３６ 号 

     公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センターの経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県暴力追放運動推進センターの令和４年度決算に関する書類及び令和５年度事業

計画に関する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和５年９月１３日提出 

                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センターの 警察本部件 名
経営状況を説明する書類の提出について 組織犯罪対策課

１ 設立目的
暴力のない明るく住みよい熊本県の実現に寄与することを目的に設立。
暴力団排除のための広報・啓発、暴力相談への対応、暴力団離脱者に対する社会復

帰支援等を実施。

２ 令和４年度決算額
①

収 入 １３６,３０５,５７０円 事業活動収入内訳
補助金1,341万円、賛助会1,154万円

事業活動収入 ３６,３０５,５７０円 財産利息779万604円、
投資活動収入 １００,０００,０００円 講習受託事業141万4,250円
財務活動収入 ０円 寄付金215万円、特定資産利息629円

雑収入87円、投資有価証券償還1億円

支 出 １３６,４７６,２７６円 ②
事業活動支出内訳

事業活動支出 ３６,２０３,０５６円 （事業費2,605万8,963円、管理費1,014万4,093円）
投資活動支出 １００,２７３,２２０円 投資活動支出内訳
財務活動支出 ０円 投資有価証券取得支出1億円

退職給付引当2万3,220円、車両購入積立25万円

収支差額 △ １７０,７０６円・・・③(①－②)

３ 令和５年度事業計画
「暴力団を許さない県民意識の高揚」、「暴力団等による不当な行為からの被害防止」
を事業の基本とし、
○ 相談活動事業、暴力団離脱者更正促進事業等の『犯罪被害者救済事業』
○ 広報啓発事業、暴力団排除組織・団体等への支援事業等の『犯罪被害防止事業』
を実施。

４ 令和５年度予算額

収 入 ４３,６６４,０００円 ④
事業活動収入内訳

事業活動収入 ４１,１６４,０００円 補助金1,841万円（訴訟費用含む）、賛助金1,150万円
投資活動収入 ２,５００,０００円 基本財産利息780万円、寄付金190万円
財務活動収入 ０円 講習受託事業141万4,000円､助成金12万円

特定資産利息1万円、受取利息1万円
投資活動収入内訳
（不足金補てん積立250万円）

支 出 ４３,６６４,０００円 ⑤
事業活動支出内訳

事業活動支出 ４３,４１４,０００円 （事業費3,263万6,676円、管理費1,077万7,324円）
投資活動支出 ２５０,０００円 投資活動支出内訳
財務活動支出 ０円 （不足金補てん積立25万円）

収支差額 ０円・・・⑥（④－⑤）

※ 令和４年度の決算額については、暴追センターにおいて公益目的保有財産として保有してい
る国債の一部が令和５年３月に満期償還された１億円を収入として受け入れた上で、再度、投
資活動として国債を購入しているため、例年と比べ収入・支出ともに１億円が加算計上されて
いる。（この１億円を除いた金額については例年と比較しても大きな変動なし）

※ 令和４年度の決算額と令和５年度の予算額（投資活動収入を除く）に約５００万円の差が生
じているのは、暴力団事務所使用差止め等請求を民間人から委託を受けた際の訴訟費用等につ
いて、熊本県からの補助金を充当（予備費等対応）するとなっていることから、それを含めて
予算計上し、執行がない場合は決算時に減額補正しているため。
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